－平成21年度児童虐待等関連資料－

　平成21年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」は44,211件（確定値）で、前年度に比べ1,547件（前年度比3.6%）増加している。

　相談の種類別にみると、「身体的虐待」が17,371件と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」が15,185件となっている。

　また、主な虐待者別にみると「実母」が58.5％と最も多く、次いで「実父」25.8％となっている。

　さらに、被虐待者の年齢別にみると「小学生」が16,623件、「3歳～学齢前」が10,477件、「0～3歳未満」が8,078件となっている。
[image: image1.png]zrosx




　
　　　　　　　　　　　

[image: image2.png]JREEFOIBHIER G

Els




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童虐待の相談種別相談件数

児童虐待相談の主な虐待者別

構成割合
被虐待者の年齢別対応件数の年次推移
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児童相談所における相談の種類別対応件数の年次推移
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（上記はすべて平成２１年度福祉行政報告例結果の概況より）
子ども虐待による死亡事例等の検証結果

厚生労働省が関係都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む）に対する調査により把握した、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１２ヶ月間に発生又は明らかになった（※１）児童虐待による死亡事例
	
	6次報告
	5次報告(※2、3）

	
	心中以外
	心中
(未遂を含む)
	計
	心中以外
	心中
(未遂を含む)
	計

	例数
	64
	43
	107
	73（56）
	42（34）
	115（90）

	人数
	67
	61
	128
	78（61）
	64（53）
	142（114）


（※１）対象期間に認知された過去の事例も含まれる
（※２）第５次報告は、平成年月から平成年月までの間
（※３）第５次報告のかっこ内の数字は、平成年月から平成年月までの間の件数（人数）
市町村児童家庭相談件数　（各年度の社会福祉行政業務報告を基に作成／平成20年まで）
	　
　
	　
	　

	
	児童家庭に関する相談受付件数
	うち児童虐待に関する相談受付件数
	相談を受け付けた後、具体的な援助内容（助言指導・児童相談所への送致等）を決定した相談対応件数
	うち児童虐待に関する相談対応件数

	平成17年度
	約23万件
	38,183件
	約24万件
	40,222件

	平成18年度
	約26万件
	45,901件
	約27万件
	47,933件

	平成19年度
	27万1847件
	50,020件
	約28万件
	51,618件

	平成20年度
	約27万件
	56,620件
	約28万件
	53,020件


社会的養護の現状について
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施設に入所している子どものうち

虐待を受けている子どもの割合

· ドメスティック・バイオレンス◆
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資料出所：内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成20年）より作成 （平成21年４月公表）
（備考） 全国20歳以上の男女5,000人を対象に行った無作為抽出アンケート調査によります（有効回収数（率）：3,129人（62.6％））。「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」はそれぞれ以下のとおりです。 

１．身体的暴行：なぐったり，けったり，物を投げつけたり，突き飛ばしたりするなどの身体に対
する暴行を受けた。 

２．心理的攻撃：人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的な嫌

がらせを受けた，あるいは，あなたもしくはあなたの家族に危害が加えられるのではないかと
恐怖を感じるような脅迫を受けた。 

３．性的強要：いやがっているのに性的な行為を強要された。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ 女性の3人に一人（33.2％）は、これまでに夫等からのドメスティック・バイオレンス（DV）によって身体的暴行、心理的脅迫、性的強要等を受けた経験がある。

・ 女性の約4人に一人が身体的暴行を受けている。
· 女性の約10人に一人が配偶者からの暴力の被害を何度も受けている。
· 女性の約20人に1人が配偶者からの暴力で命の危険を感じたことがある。
　　　　　　　　　　　　（上記はいずれも「男女間における暴力に関する調査」平成20年）
· 配偶者等から受けた暴力の重複についてみると、「身体的暴力・精神的暴力・性的暴力」
の3種類を受けた人が最も置く（41.8％）、次いで「身体的暴力・精神的暴力」（36.9％）
となっている。
「精神的・性的」および「身体的・性的」を含めると40.4％が2種類の暴力を受けてい
る。
　　　　　　　　（「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」平成19年4月公表）
[image: image9.emf][image: image10.emf]
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・　DVのある家庭の12～37％で子どもが加害者から身体的暴力を受け、21～57％で子どもがDVを目撃している。（「男女共同参画白書」内閣府平成17年公表）
世界のDV被害の子どもの数（統計）
18歳未満の人口：21億8千万人 
DV：2億7,500万人
（日本の人口　1億2800万人の2倍以上、USAの人口2億9800万人と同程度）
児童虐待の被害者の40％の家庭内で暴力が行われている。北米での調査によると、暴力のある家庭の子どもたちが身体的攻撃や性的攻撃を受ける可能性は国内平均の15倍。
　　　ザ・ボディショップインターナショナルとユニセフ、国連事務総長の「子どもへの暴力に関する

　　　　調査」事務局が共同出した報告書より
◆性暴力◆

　・家庭内性的虐待の場合、子どもが初めて打ち明けることができた相手は、「先生」が全体の約33％を占めている。（岡本正子・大阪教育大学教授／平成15年度調査）

高校生の性暴力被害調査結果　（2003年財団法人女性のためのアジア平和国民基金による委託調査）
　　※性暴力を「被害者の望まない性的攻撃」と広く定義
高校生の性暴力被害内容と被害率（％）
	
	女子
	男子

	あなたの体について、からかわれたり、いやらしいことを言われたことがありますか
	33.0
	20.7

	相手の裸や性器をわざと見せられたことがありますか
	35.1
	12.7

	無理やり、体を触られたり、抱きつかれたりしたことがありますか
	37.2
	13.6

	無理やり、セックスされそうになったことはありますか
	13.2
	2.7

	無理やり、セックスされたことがありますか
	5.3
	1.5

	携帯電話や、出会い系サイト、インターネットで性的にいやな体験をしたことがありますか
	10.1
	2.4


　これらの多くは「学校内」や「通学時」、「（相手・自分の）家」など、高校生の生活圏内で生じていた。高校生の性暴力被害は、夜間や繁華街で起きているのではなく、多くが学校内や登下校時、帰宅時におきている。（野坂祐子／大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター　准教授）

児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正法の概要
 ○平成１６年改正法附則に基づき、超党派で改正案が取りまとめられ、平成１９年４月国会に提出。同年５月、可決・成立（平成１９年６月公布、平成２０年４月施行）。
1.児童の安全確認等のための立入調査等の強化

　　　・児童相談所等は、虐待通報を受けたときは、速やかに安全確認措置を講ずるものとす
ること。 

· 市町村等は、立入調査又は一時保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を児童相談所長等に通知するものとすること。 

· 従来の立入調査のスキームに加え、都道府県知事が立入調査を実施し、かつ、重ねての出頭要請を行っても、保護者がこれに応じない場合に限り、裁判所の許可状を得た上で、解錠等を伴う立入調査を可能とすること。 

　　・ 立入調査を拒否した者に対する罰金の額を引上げるものとすること。（３０万円以下→
50万円） 
2.保護者に対する面接・通信等の制限の強化

　　　・ 児童相談所長等による保護者に対する面会・通信制限の対象の拡大 

　　・ 都道府県知事による保護者に対する接近禁止命令制度の創設（命令違反には罰則あり） 
3.保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化

　　　・ 児童虐待を行った保護者に対する指導に係る都道府県知事の勧告に従わなかった場合には、一時保護、施設入所措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。 

　　 ・ 施設入所等の措置を解除しようとする際には、保護者に対する指導の効果等を勘案するものとすること。
4.その他

　　・ 法律の目的に、「児童の権利利益の擁護に資すること」を明記する。 

　　・ 国及び地方公共団体は、重大な児童虐待事例の分析を行うこととする。
　　・ 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会の設置に努めなければならないものとする。

「児童虐待の防止等に関する法律」改正に合わせ、「児童福祉法」も一部改正。

(1) 里親制度の改正（平成21年4月施行）
○ 養子縁組を前提とした里親と養育里親を区別し、養育里親の要件について一定の研修を修めることとする等里親制度を見直す。
○ 都道府県の業務として、里親に対する相談等の支援を行うことを明確化し、当該業務を一定の要件を満たすものに委託できることとする。
(2) 小規模住居型児童養育事業の創設（平成21年4月施行）
○ 要保護児童の委託先として、養育者の住居で要保護児童を養育する事業（ファミリーホーム）を創設し、養育者の要件等事業に関する要件を定めるほか、都道府県の監督等必要な規定を設ける。
(3) 要保護児童対策地域協議会の機能強化（平成21年4月施行）
○ 要保護児童対策地域協議会の協議対象を、養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するほか、要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す。
(4) 年長児の自立支援策の見直し（平成21年4月施行）
○ 児童自立生活援助事業について、対象者の利用の申込みに応じて提供することとするとともに、義務教育終了後の児童のほか、20歳未満の者を支援の対象として追加する等の見直しを行う。
(5) 施設内虐待の防止（平成21年4月施行）
○ 児童養護施設等における虐待を発見した者の通告義務、通告があった場合の都道府県や都道府県児童福祉審議会等が講ずべき措置等施設内虐待の防止のための規定を設ける。
(6) その他（平成21年4月（提供体制の計画的整備は平成22年4月）施行）
○ 児童相談所における保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者にも委託できることとする。
○ 児童家庭支援センターについて、児童福祉施設への附置要件の廃止等を行う。
○ 都道府県における里親や児童養護施設等の提供体制の計画的な整備について、必要な措置を講じる。　

「児童虐待の防止等のための学校、教育委員会の的確な対応について」

（２１文科初第777号平成22年3月24日文部科学大臣政務官通知）

＜趣旨＞学校、教育委員会等における児童虐待の早期発見・早期対応、通告後の関係機関との連携等を図る上での留意点等についてまとめ、各都道府県教育委員会等に対して通知するもの。

1． 学校等における対応

（1） 児童虐待の早期発見

　健康状態の日常的な観察や健康診断における、幼児児童生徒の心身の状況の把握や児童虐待の早期発見に努めること。　※健康診断（身体測定、内科検診、歯科検診）は、児童虐待を早期に発見しやすい機会であることに留意。）

（2） 児童虐待の早期対応

　児童虐待の疑いのある場合には、確証がないときであっても早期対応の観点から通告を行なう。

（3） 通告後の関係機関との連携
　「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」に基づいて、児童虐待防止のため、幼児児童生徒の出欠等の定期的な情報提供の適切な運用に努めるとともに、新たな虐待の兆候や状況の変化等を把握したときには、適宜適切に情報提供又は通告をすること。
2． 教育委員会等の責務

（1） 関係機関との連携強化

　教育委員会、児童相談所等が、必要に応じて相互の会議に出席、協力するなどして、日常的な連携の強化を図ること。

（2） 教職員研修の充実

　教職員用研修教材「児童虐待防止と学校」（文部科学省作成、、H21,５配布）の適切な活用、「子どもの虹情報研修センター」における教職員を対象とした研修の活用などによって教職員研修の充実を図ること。

（3） 調査研究及び検証

　地方公共団体が行なう、重大な被害を受けた児童虐待等の検証への参加・協力、児童虐待防止のための調査を実施すること。

3． 要保護児童対策地域協議会への参画

　学校、教育委員会は要保護児童対策地域協議会を積極的に参画するなどして、関係機関との一層の連携・協力を図り、児童虐待の防止等に努めること。
ドメスティック・バイオレンスの子どもによる目撃





　ドメスティック・バイオレンスの子どもへの影響





被害にあった時期　異性から無理やり性交されたことがあった人にその被害の時期をきいた（女性のみ）








